
 

 宇治市農業委員会の委員 募集要項                   
 

１ 趣旨 

  農業委員会等に関する法律に基づき、宇治市農業委員会の委員（以下「農業委員」と

いう。）を募集します。 

  農業に関する識見を有する方なら、自薦、他薦を問わず応募できます。 

 

２ 業務内容 

① 農地法や他法令に基づく、農地の権利に係る許認可等に関する審議のため、毎月１

回（５日頃）開催される委員会の総会に出席する。 

②  前記審査に必要な現地調査を行う。 

③  農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）と連携し、農地等の利用の最

適化（担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）を

推進するための活動や指針の作成等を行う。 

④  前記の農地集積等を推進するため、農地中間管理機構との連携を図る。 

⑤ 毎月、農業委員会の総会終了後に開催される農業委員及び推進委員合同の会議に出

席する。 

⑥  委員会活動を推進するための調査研究を行うほか、農業委員会等からの要請に基づ 

き会議に出席、及び研修会に参加する。 

⑦  その他、農業委員会の所掌に属する事項についての職務を行う。 

 

３ 任期 

  令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日までの３年間（予定） 

 

４ 報酬等 

  報酬月額 ３３，５００円 （会長、会長職務代理者は別途規定） 

  旅費額（実費相当額、市条例による） 

 

５ 募集人数 

  １４人 

 

６ 募集に応じる者の資格 

  農業に関する識見を有し、委員の職務を適切に行うことができる方 

※ただし、次のいずれかに該当する場合、農業委員になることはできません。 

① 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

 ② 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

 

７ 推薦・応募方法 

  所定の推薦書（様式第１号）又は応募書（様式第３号）に必要事項を記入の上、添付

書類とともに提出してください。 

① 推薦の場合（推薦者が団体又は法人）                     

団体又は法人の代表者若しくは管理人が記入してください。 

② 推薦の場合（推薦者が個人） 

農業者個人３人以上の連名による推薦が必要であり、そのうち１人を代表者として

指定してください。 



 

③ 応募（自薦）の場合 

自ら記入してください。 

  ※①②推薦の場合は、推薦を受ける方の同意書（様式第２号）を添付してください。 

 

８ 募集の期間 

令和８年２月１８日（水）午前８時３０分から３月１７日（火）午後５時までに宇治

市産業観光部農林茶業課（市庁舎６階）に持参又は郵送により提出してください。 

※持参される場合は、閉庁日（土曜日、日曜日、祝日）に提出することはできません。 

※郵送される場合は、３月１７日（火）必着です（消印有効ではありません）。 

また、封筒の表面に「農業委員募集関係書類在中」と朱書きしてください。 

 

９ 公表 

募集の状況について、募集期間の中間と終了時にホームページで公表します。 

公表内容は、推薦書及び応募書に記載された推薦をする方、推薦を受ける方及び応募

する方の住所、勤務先、生年月日及び電話番号以外のすべてとなります。 

 

10 選任方法・選考条件等 

市長が候補者を決定した後、市議会の同意を得て、任命します。なお、必要に応じ面

接を実施します。市職員で構成する農業委員会の委員候補者選考委員会により候補者を

選考し、法令等の規定により、次の条件があります。 

① 委員のうち、「認定農業者」及び「認定農業者に準ずる者（認定農業者であった者、

認定農業者の行う農業に従事し、その経営に参画する親族、認定就農者、集落営農組

織の役員、農業士、地域計画に位置付けられた農業者、基本構想水準到達者等をいう。）」

が過半数（８人以上）を占めなければなりません。  

なお、認定農業者、認定就農者、地域計画に位置付けられた農業者及び基本構想水

準到達者は、個人のほか、法人の業務執行役員又は耕作の事業に関する権限及び責任

を有する使用人を含みます。 

② 農業委員会の所掌事務について、利害関係のない者（学識経験者等）１人以上を含

めなければなりません。 

③  性別に著しい偏りがないように配慮します。 

④ 青年農業者を含め、世代構成に配慮します。 

⑤ 推進委員と両方に応募できますが、兼務することはできません。 

 

11 その他留意点 

  ・枠内に記入できない場合は、別紙（任意様式）に記入し提出してください。 

・書類不備の場合は受理できません。このため生じた推薦・応募の遅延については、 

一切責任を負いません。 

・受理された書類は一切返却いたしません。 

  ・必要に応じて、追加の提出書類や説明を求める場合があります。 

  ・ご不明な点等は、書類の作成、提出の前にお問い合わせください。 

 

問い合わせ・提出先 

  宇治市産業観光部農林茶業課 

（宇治市役所６階） 

〒611-8501 宇治市宇治琵琶３３番地 

電話番号 0774-22-3141（代表） 


